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彦
根
市
で
は
、
戸
籍
の
届
出
（
養
子
縁

組
・
婚
姻
・
協
議
離
婚
な
ど
）
を
す
る
と
き
や
、

住
民
異
動
届
（
転
入
・
転
出
・
転
居
な
ど
）
を

す
る
と
き
、
住
民
票
、
戸
籍
謄
抄
本
な
ど

の
、
各
種
証
明
書
の
交
付
申
請
を
す
る
と

き
に
、
本
人
確
認
を
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
取
り
扱
い
が
全
国
的
に
広

ま
る
な
か
、
戸
籍
法
、
住
民
基
本
台
帳
法

が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
改
正
の
内
容
は
、

本
人
な
り
す
ま
し
に
よ
る
不
正
な
手
続
き

の
防
止
と
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
を
大
き

な
目
的
と
し
て
お
り
、
窓
口
で
の
本
人
確

認
を
必
ず
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

皆
さ
ん
に
は
、
す
で
に
ご
協
力
を
い
た

だ
い
て
い
ま
す
が
、
引
き
続
き
、
本
人
確

認
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
理

解
を
お
願
い
し
ま
す
。

提
示
い
た
だ
く
本
人
確
認
書
類

①
戸
籍
の
届
出
を
す
る
場
合

　
　

運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
・
写
真

付
き
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
・
外
国
人

登
録
証
明
書
な
ど
の
国
ま
た
は
地
方
公

共
団
体
の
機
関
が
発
行
し
た
写
真
付
き

の
書
類

※
持
っ
て
い
な
い
場
合
は
、
後
日
、
本
人

あ
て
に
届
出
が
あ
っ
た
こ
と
を
通
知
し

ま
す
。

税
務
課
で
も

10
月
か
ら
本
人
確
認
を
し
ま
す 

　

税
務
課
で
は
、税
関
係
の
各
種
証
明
書
（
所
得
（
課
税
）

証
明
書
・
固
定
資
産
税
課
税
台
帳
記
載
事
項
証
明
書
・
納
税
証
明
書

な
ど
）
を
発
行
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
証
明
書
申
請
時
に

必
要
な
押
印
を
廃
止
し
、
本
人
確
認
を
実
施
す
る
こ
と

を
検
討
し
て
い
ま
す
。
周
知
期
間
を
お
い
て
、
10
月
か

ら
実
施
す
る
予
定
で
す
の
で
、
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
固
定
資
産
税
納
税
者
な
ど
に
か
か
る
縦
覧
・

閲
覧
は
、
現
在
も
、
本
人
確
認
を
し
て
い
ま
す
。
引
き

続
き
、
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　

税
務
課
☎
30-

６
１
０
８
番
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
22-

１
３
９
８
番

②
住
民
異
動
届
を
さ
れ
る
場
合
、
各
種
証

明
書
を
交
付
申
請
す
る
場
合

次
の
い
ず
れ
か
の
書
類
の
提
示
が
必
要
で
す

▼
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
・
写
真
付

き
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
・
外
国
人
登

録
証
明
書
な
ど
の
国
ま
た
は
地
方
公
共

団
体
の
機
関
が
発
行
し
た
写
真
付
き
の

書
類

▼
健
康
保
険
証
・
年
金
手
帳
・
年
金
証
書
・

介
護
保
険
証
・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

（
写
真
な
し
）
な
ど
の
書
類
の
う
ち
２
点

※
い
ず
れ
も
持
っ
て
い
な
い
人
で
、
住
民

異
動
届
出
を
す
る
場
合
は
、
後
日
、
本

人
あ
て
に
届
出
が
あ
っ
た
こ
と
を
通
知

し
ま
す
。
ま
た
、
各
種
証
明
書
を
交
付

申
請
す
る
場
合
に
は
、
聴
き
取
り
に
よ

り
本
人
確
認
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
が
、
本
人

確
認
書
類
に
な
り
ま
す

　

写
真
付
き
の
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
は
、

運
転
免
許
証
や
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
と
同
様

に
本
人
確
認
書
類
と
し
て
使
え
ま
す
。

　

手
続
き
な
ど
詳
し
い
こ
と
は
、

市
民

課
ま
た
は
支
所
・
出
張
所
に
お
尋
ね
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
　

市
民
課
☎
30-

６
１
１
１
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８

番


